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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理体を載置するサセプタと、
　前記サセプタの上部に、互いに間隔をおいて並んで設けられた複数の導波管と、
　隣り合う前記導波管同士で挟まれた空間に設けられたプラズマ発生器と、
を有する処理室を有し、
　前記処理室内の圧力を１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下に保持しつつ、前記プラ
ズマ発生器を動作させ、前記空間においてプラズマを生成することで、前記被処理体に微
結晶半導体層を成膜することを特徴とするプラズマＣＶＤ装置。
【請求項２】
　被処理体を載置するサセプタと、
　前記サセプタの上部に、互いに間隔をおいて並んで設けられた複数の導波管と、
　隣り合う前記導波管同士で挟まれた空間に設けられたプラズマ発生器と、
を有する処理室を有し、
　複数の前記導波管は前記被処理体の被処理面に対して平行な方向に延びた形状であり、
　前記空間は細溝状であり、
　前記処理室内の圧力を１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下に保持しつつ、前記プラ
ズマ発生器を動作させ、前記空間においてプラズマを生成することで、前記被処理体に微
結晶半導体層を成膜することを特徴とするプラズマＣＶＤ装置。
【請求項３】



(2) JP 5216446 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

　請求項１又は請求項２において、
　複数の前記導波管のそれぞれの側面にはスリットが設けられ、
　隣り合う前記導波管同士において、前記スリット同士が対向するように設けられ、
　前記スリットからマイクロ波が漏洩して前記プラズマを生成することを特徴とするプラ
ズマＣＶＤ装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記スリットは誘電体板により塞がれていることを特徴とするプラズマＣＶＤ装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記処理室は、前記サセプタと前記導波管と間に２つのガス供給ノズルを有し、
　前記ガス供給ノズルの一方からは希ガスを供給し、他方からは成膜用のガスを供給する
ことを特徴とするプラズマＣＶＤ装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　複数の前記導波管同士は、２ｍｍ以上１０ｍｍ以下の間隔をおいて並んで設けられてい
ることを特徴とするプラズマＣＶＤ装置。
【請求項７】
　被処理体を載置するサセプタと、互いに間隔をおいて並んで設けられた複数の導波管と
、隣り合う前記導波管同士で挟まれた空間に設けられたプラズマ発生器と、を有する処理
室において、被処理基板を前記サセプタ上に用意し、
　前記処理室内の圧力を１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下に保持しつつ、前記プラ
ズマ発生器を動作させ、前記空間においてプラズマを生成することで、前記被処理基板上
に微結晶半導体層を形成することを特徴とする表示装置の作製方法。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記プラズマは電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃｍ－３以下であり
、電子温度が０．２ｅＶ以上２．０ｅＶ以下であることを特徴とする表示装置の作製方法
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、微結晶半導体の作製方法、微結晶半導体薄膜トランジスタにより構成される表
示装置の作製方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
既に液晶ディスプレイの用途において、薄膜トランジスタ（以下、「ＴＦＴ」とも記す。
）は広く用いられている。ＴＦＴは電界効果トランジスタの一種であり、チャネルを形成
する半導体が薄膜で形成される。チャネルを形成する半導体層がアモルファスシリコンで
形成されるものと多結晶シリコンで形成されるものがあり、前者は液晶テレビジョンなど
の大画面パネルにおいて、後者は携帯電話機のモニタ画面など小型高精細の用途において
使われている。
【０００３】
ところで、微結晶シリコンはアモルファスシリコンと並び、古くから知られた材料であり
、電界効果型トランジスタに関するものについては１９８０年代に報告されている（例え
ば、特許文献１参照）。しかしながら、今日に至るまで微結晶シリコンを用いたＴＦＴは
、アモルファスシリコントランジスタと多結晶シリコントランジスタの間に埋もれて実用
化が遅れている。微結晶シリコンは、学会レベルで報告されている（例えば、非特許文献
１参照）。
【特許文献１】米国特許第５，５９１，９８７号
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【非特許文献１】トシアキ・アライ（Ｔｏｓｈｉａｋｉ　Ａｒａｉ）他、エス・アイ・デ
ィー　０７　ダイジェスト（ＳＩＤ　０７　ＤＩＧＥＳＴ）、２００７、ｐ．１３７０－
１３７３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
微結晶シリコン膜は、シランなどの水素化珪素気体を水素で多量希釈して、プラズマを利
用した化学的気相成長法（プラズマＣＶＤ法）により形成される。この場合、成膜条件を
最適化しても微結晶シリコン膜を成膜する速度は０．１ｎｍ／秒以下であった。概略１０
０ｎｍ以上の膜厚を必要とするＴＦＴにおいて、このような成膜速度の遅いプロセスを採
用することは実用的でなかった。即ち、アモルファスシリコンＴＦＴと比べて生産性が悪
いという問題があった。
【０００５】
本発明はこのような問題を解決するものであり、気相成長法で形成される微結晶半導体層
の成膜速度を向上させ、微結晶半導体のＴＦＴにより構成される表示装置の生産性を向上
させることを目的とする。また本発明は、微結晶半導体のＴＦＴを生産する製造装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
並置された複数の導波管と、壁面とで囲まれた処理室にヘリウムを含む反応性気体を供給
する手段等を備えた製造装置において、ヘリウムを含む反応性気体を供給し、処理室内の
圧力を大気圧若しくは準大気圧に保持しつつ、並置された導波管で挟まれた空間にマイク
ロ波を供給してプラズマを生成し、処理室内に載置された基板上に微結晶半導体でなる微
結晶半導体層を堆積する。反応性気体はヘリウムに加えて、半導体材料ガスや希釈ガスが
含まれる。
【０００７】
並置された複数の導波管の対向する面にスリットが設けられ、該スリットを介して処理室
内にマイクロ波が供給されることによりプラズマが生成される。このように生成されたプ
ラズマは安定したものである。プラズマを生成するとき処理室の圧力は大気圧若しくは準
大気圧であり、代表的には、１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下（１Ｔｏｒｒ以上７
６０Ｔｏｒｒ以下）の圧力が適用される。安定化が図られたプラズマを用いることで、１
×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下（１Ｔｏｒｒ以上７６０Ｔｏｒｒ以下）の圧力で水
素と水素化珪素気体若しくはハロゲン化珪素気体を反応せしめ、微結晶半導体層を形成す
る。並置された導波管で挟まれた空間に安定して高密度なプラズマを生成することができ
るため、本発明の微結晶半導体層を概略１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下の圧力で
あっても安定して形成することができる。
【０００８】
微結晶半導体層は微小な結晶構造を半導体膜中に含み、自由エネルギー的に安定な第３の
状態を有する半導体であって、短距離秩序を持ち格子歪みを有する結晶質なものである。
当該結晶は概略２ｎｍ～１００ｎｍのサイズを有している。電子顕微鏡では当該結晶は柱
状若しくは錐形状の形状で観測することができる。微結晶半導体層は格子歪みを有し、例
えば微結晶シリコン膜をラマン分光法で観測すると、単結晶シリコンの５２０．７ｃｍ－

１と非晶質シリコンの４８０ｃｍ－１の間であって、代表的には５１４ｃｍ－１から５１
９ｃｍ－１の間にラマンピークがみられ、格子歪みを有することがわかる。また、未結合
手（ダングリングボンド）を補償するものとして水素またはハロゲンを含ませるとよい。
水素又はハロゲンは、少なくとも１原子％またはそれ以上含ませる。さらに、ヘリウム、
アルゴン、クリプトン、ネオンなどの希ガスを含ませて格子歪みをさらに助長させた微結
晶半導体もある。
【発明の効果】
【０００９】
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微結晶半導体の成膜時の圧力を大気圧若しくは準大気圧として、安定なマイクロ波プラズ
マを生成することにより、成膜速度を低下させずに微結晶半導体を作製することができる
。そのような微結晶半導体層でＴＦＴを作製することが可能である。微結晶半導体層でチ
ャネルが形成されるＴＦＴはアモルファスシリコンＴＦＴに比べ電気的特性が優れている
。この発明によれば、微結晶半導体層でチャネルが形成されるＴＦＴで表示装置を製造す
る際にも、生産性を損なうことがない。本発明の微結晶半導体層は、従来と比較して、５
０倍程度の堆積速度で形成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明の実施の形態について、図面を用いて以下に説明する。但し、本発明は以下の説明
に限定されず、本発明の趣旨及びその範囲から逸脱することなくその形態及び詳細をさま
ざまに変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。従って、本発明は以下に示す
実施の形態の記載内容に限定して解釈されるものではない。以下に説明する本発明の構成
において、同じものを指す符号は異なる図面間で共通して用いる。
【００１１】
（マルチ・チャンバ・マイクロ波プラズマＣＶＤ装置の一構成例）
微結晶半導体層はプラズマＣＶＤ法により作製する。本形態では微結晶半導体層の成膜条
件として、大気圧若しくは準大気圧の圧力が適用される。この圧力として代表的な範囲は
１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下（１Ｔｏｒｒ以上７６０Ｔｏｒｒ以下）である。
この圧力で生成されるプラズマは、電子密度が１×１０１１ｃｍ－３以上１×１０１３ｃ
ｍ－３以下であり、電子温度が０．２ｅＶ以上２．０ｅＶ以下（より好ましくは０．５ｅ
Ｖ以上１．５ｅＶ以下）程度であるものを用いることが好ましい。電子密度が高く、電子
温度が低いプラズマを利用するとプラズマダメージが少ないため、欠陥が少ない良質な微
結晶半導体層を形成することができる。
【００１２】
このようなプラズマを生成するために、好適にはマイクロ波電力がプラズマＣＶＤ装置の
処理室に供給される。液晶用のガラス基板のような大面積のマザーガラス基板に対しても
、高密度のプラズマを作用させるために、処理室へは導波管によってマイクロ波電力が供
給されるとよい。処理室の構成として、導波管は複数並置され、導波管にはスリットが設
けられる。スリットは、互いに隣接した導波管が対向する面にマイクロ波が漏洩するよう
設けられる。並置された導波管で挟まれた空間にマイクロ波を供給してプラズマを生成し
、水素と、希釈された水素化珪素気体若しくはハロゲン化珪素気体とに作用させることで
微結晶半導体層を成膜することができる。以下に微結晶半導体層を成膜するのに適した装
置の一例を示す。
【００１３】
図１は複数の処理室を備えたマルチ・チャンバ・マイクロ波プラズマＣＶＤ装置の一例を
示す。この装置は共通室３０６と、ロード／アンロード室３０１、第１処理室３０２、第
２処理室３０３、第３処理室３０４を備えた構成となっている。ロード／アンロード室３
０１のカセット３０８に装填される素子基板は、共通室３０６の搬送機構３０９によって
各処理室に搬出入され、プラズマＣＶＤ装置は枚葉式の構成となる。共通室３０６と各室
の間にはゲートバルブ３０７が備えられ、各処理室で行われる処理が、相互に干渉しない
ように構成されている。各処理室は形成する薄膜の種類によって区分されている。例えば
、第１処理室３０２ではゲート絶縁膜などの絶縁膜を成膜し、第２処理室３０３ではチャ
ネルを形成する微結晶半導体層を成膜し、第３処理室３０４ではソース及びドレインを形
成する一導電型の不純物半導体層を成膜する。勿論、処理室の数はこれに限定されるわけ
ではなく、必要に応じて任意に増減することができる。また、上述のように一の処理室で
一の膜を成膜するようにしても良いし、一の処理室で複数の膜を成膜するように構成して
も良い。
【００１４】
各処理室内は不活性ガス又は窒素ガスで置換され、概略１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐ
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ａ以下の圧力で反応ガスを流すことができるように、ガス供給手段３１２、排気手段３１
０が接続されている。本装置による成膜は大気圧若しくは準大気圧で行われるので、排気
手段３１０は吸引排気能力が高いものが好ましい。排気手段３１０と各処理室との間には
開閉制御バルブ３１１が設けられており、これによって排気速度を制御することもできる
。
【００１５】
ガス供給手段３１２はシリンダ３１３、バルブ３１４、流量制御機器３１５などで構成さ
れており、シリンダ３１３には半導体材料ガス若しくは希ガスなどプロセスに用いる処理
用ガス等が充填されている。希ガスとしてヘリウムを用いた場合、プラズマを安定に発生
させることもできる。ガス供給手段３１２ｇは第１処理室３０２に接続され、ゲート絶縁
膜を成膜するための処理用ガスを供給する。ガス供給手段３１２ｉは第２処理室３０３に
接続され、チャネルを形成するｉ型半導体層用のガスを供給する。ガス供給手段３１２ｎ
は第３処理室３０４に接続され、ソース及びドレインを形成するｎ型半導体層用のガスを
供給する。ガス供給手段３１２ｈは水素を供給し、ガス供給手段３１２ｆは処理室内のク
リーニングに用いるエッチングガスを供給する系統であり、これらは各処理室共通のライ
ンとして構成されている。
【００１６】
各処理室にはプラズマ発生手段３０５が設けられている。プラズマ発生手段３０５は処理
室内でプラズマを発生させる発振器が含まれる。例えば、マイクロ波電源、マイクロ波増
幅器とマイクロ波を処理室まで誘導する導波管などで構成される。プラズマ発生手段３０
５は各処理室において一又は複数設けられている。プラズマ発生手段３０５は、被処理基
板の面積に対して成膜される被膜の均一性を維持するために必要な数だけ設ければ良い。
【００１７】
図２は処理室の一例を説明する断面図である。処理室は処理容器３１６と蓋体３１７とか
らなる。処理容器３１６は壁面を有しており、蓋体３１７は並置された複数の導波管３２
１を有している。処理容器３１６と、蓋体３１７との密閉構造により圧力を概略１×１０
２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下に保持できる。処理容器３１６は、例えば、ステンレス鋼
、アルミニウムなどの金属で形成されている。蓋体３１７と処理容器３１６で密閉空間が
形成される処理室内は不活性ガス又は窒素ガスで置換可能となるようにガス供給手段３１
２が設けられている。この処理室に接続される排気手段３１０によって処理室に供給した
ガスを排出することができる。処理室内は雰囲気を置換するために真空排気するようにし
ても良く、その場合、排気手段３１０を真空ポンプで構成しても良い。
【００１８】
処理容器３１６の内部には基板など被処理体を載置するサセプタ３１８が設けられている
。サセプタ３１８は窒化アルミニウム、窒化シリコン、シリコンカーバイトなどのセラミ
ックス材で構成されている。サセプタ３１８の内部には、ヒータ３１９が設けられている
。ヒータ３１９はヒータ電源３２０に接続されている。ヒータ３１９はサセプタ３１８に
埋め込まれており、ヒータ電源３２０から電力が供給されることにより発熱し、サセプタ
３１８に載置された基板を所定の温度に保持する。
【００１９】
蓋体３１７は処理容器３１６の上部を密閉する。蓋体３１７が有する導波管３２１は、複
数が並置され、櫛歯状に突出している。導波管３２１はマイクロ波電源３２２と連結され
ている。導波管３２１にはスリット３２３が設けられ、そこからマイクロ波が漏洩するよ
うになっている。漏洩するとは、スリット３２３はマイクロ波を透過する誘電体板３２４
で塞がれており、誘電体板３２４を介してマイクロ波が供給される状態を示す。誘電体板
３２４は、導波管３２１の中に処理用ガスが流れ込まないようにスリット３２３を塞いで
おり、石英などから形成される。誘電体板３２４は、プラズマを均一に発生させるため、
導波管３２１の中央に配置されている。スリット３２３の位置は、導波管３２１の側面、
つまり並置された導波管が互いに対向する側に設けられており、スリットも互いに対向し
ている。
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【００２０】
ガス供給手段３１２は、処理用ガス（反応性気体）が充填されたシリンダ３１３、バルブ
３１４、流量制御機器３１５などで構成されている。流量制御機器３１５で流量が調整さ
れた処理用ガスは処理容器３１６内に供給される。シリンダ３１３は微結晶半導体の成膜
に必要な処理用ガスが充填されている。成膜に必要な処理用ガスとしては、水素若しくは
フッ素、又はヘリウム若しくはアルゴンなどの希ガスと、シラン若しくはジシランなどの
半導体材料ガスとが含まれる。処理容器３１６にはガス供給ノズル３２５、ガス供給ノズ
ル３２６があり、当該ノズルから処理用ガスが処理容器３１６内に流れ出す構成となって
いる。例えば、ガス供給ノズル３２５には水素若しくはフッ素、又はヘリウム若しくはア
ルゴンなどの希ガスを供給し、マイクロ波が供給される誘電体板３２４の近傍で高密度の
ラジカルを生成させる。高密度のラジカルによって、被処理基板上で微結晶半導体の成長
表面における表面反応を促進させる。ガス供給ノズル３２６には被膜堆積用の半導体材料
ガスを供給する。このように、ガスの供給経路を分離することで、誘電体板３２４への被
膜の堆積を抑えることができる。成膜の段階では、ガス供給ノズル３２５から水素若しく
はフッ素、又はヘリウム若しくはアルゴンなどの希ガスを供給し続けても良い。
【００２１】
マイクロ波は誘電体板３２４を通して処理室内に供給される。導波管３２１を２ｍｍ以上
１０ｍｍ以下といった狭い間隔で並置してスリット３２３を対向する面に設けることによ
り、導波管３２１で挟まれた空間に高密度のプラズマを生成することができる。例えば、
誘電体板３２４の表面を伝搬する表面波を利用して表面波プラズマを形成すると、高密度
で均一なプラズマを形成することができる。この場合、導波管３２１で挟まれた狭い空間
、つまり上記狭い間隔にプラズマを形成するので、概略１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐ
ａ以下の圧力であっても安定してプラズマを形成することができる。導波管の間隔は２ｍ
ｍ以上１０ｍｍ以下の範囲で、上記圧力が高いほど狭く、上記圧力が低いほど広くするこ
とができる。
【００２２】
導波管３２１で挟まれた空間には、プラズマ発生器３２７が設けられている。プラズマ発
生器３２７は、導波管３２１で挟まれた空間に、導波管３２１に沿って複数備えられてい
る。プラズマ発生器３２７は、導波管３２１に接続されるものとは別のマイクロ波電源３
２８に接続されている。マイクロ波電源３２８とプラズマ発生器３２７の間には電力増幅
器３２９が設けられている。プラズマ発生器３２７は、導波管３２１へマイクロ波電力を
投入して放電を開始するときに動作させ、プラズマ生成のきっかけをつくるために用いる
。
【００２３】
プラズマ発生器３２７にはプラズマの状態を診断するプラズマモニタ機能が備えられてお
り、その出力値が電力増幅器３２９に入力される。プラズマの状態を診断する方法として
は、例えばラングミュアプローブなどが用いられ、電子密度や電子温度などを検出する。
制御回路３３０には、処理室に設置された複数のプラズマ発生器３２７によりモニタされ
たプラズマの測定値が入力され、その値から処理室内のプラズマの密度が均一になるよう
に、電力増幅器３２９のそれぞれに、増幅率を変える個別の制御信号を出力する。プラズ
マのジャンピング現象と呼ばれ、プラズマの高密度領域が放電空間内を遊動する現象を抑
制するために有効である。
【００２４】
本形態のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置は、導波管を複数に分割して並置することで、基
板サイズの大型化に対しても均一なプラズマを生成することができる。基板サイズとして
は、液晶ガラスで第１世代と呼ばれる３００ｍｍ×４００ｍｍから、第３世代の５５０ｍ
ｍ×６５０ｍｍ、第４世代の７３０ｍｍ×９２０ｍｍ、第５世代の１０００ｍｍ×１２０
０ｍｍ、第６世代の２４５０ｍｍ×１８５０ｍｍ、第７世代の１８７０ｍｍ×２２００ｍ
ｍ、第８世代の２０００ｍｍ×２４００ｍｍなどで代表される各種の基板サイズに柔軟に
対応することができる。



(7) JP 5216446 B2 2013.6.19

10

20

30

40

50

【００２５】
図３はこのような処理室の蓋体３１７と導波管３２１の構成を示す斜視図である。
導波管が２ｍｍ以上１０ｍｍ以下といった狭い間隔で並置されることにより、これらに挟
まれた細溝状の空間が形成されている。並置される導波管３２１の対向する面にスリット
３２３を塞ぐ誘電体板３２４が設けられ、そこからマイクロ波が漏洩してプラズマを生成
する。プラズマ発生器３２７は、並置される導波管３２１の細溝状の空間に沿って複数設
けられている。
【００２６】
図４は蓋体３１７の構成を示す平面図である。蓋体３１７には導波管３２１が複数並置さ
れている。導波管３２１にはスリット３２３が設けられ、そこからマイクロ波が漏洩する
ようになっている。スリット３２３の位置は並置される導波管３２１が対向する側に設け
られている。スリット３２３は、導波管３２１の中に処理用ガスが流れ込まないように、
マイクロ波を透過する誘電体板３２４で塞がれている。被処理基板の面積が大きい場合で
あっても、複数の導波管３２１を並置させ、その挟まれた空間にマイクロ波放電を生成す
ることでプラズマ密度の均一化を図ることができる。さらに、当該空間には、並置された
導波管３２１の間隔よりも広い間隔となるようにプラズマ発生器３２７を複数設け、電力
増幅器３２９及び制御回路３３０によりプラズマ発生器３２７を制御してプラズマの安定
化とプラズマ密度の均一化を図っている。このような構成により、本装置では７３０ｍｍ
×９２０ｍｍのガラス基板、若しくは一辺が１ｍを超えるサイズのガラス基板に対して処
理を行うことができる。
【００２７】
図５はプラズマ発生器３２７の一構成例を示す。ガスノズル３３１はガス供給手段３１２
に接続されている。ガスノズル３３１の外側にはマイクロ波電力が供給される放電用電極
３３２が設けられている。石英等でなるガスノズル３３１にはヘリウムなど放電開始電圧
の低い非堆積性ガスが供給され、放電用電極３３２に電力が印加されることにより無電極
放電が行われる。ガスノズル３３１の中で生成したプラズマは、ノズルの外側まで拡散す
る。このプラズマ発生器３２７を処理室に設けることで、ここで生成されたプラズマが放
電開始のきっかけとなる。プローブ３３３はプラズマ診断用に用意されているものであり
、例えばラングミュアプローブが適用される。このモニタ値は、電力増幅器３２９を介し
て制御回路３３０に入力される。
【００２８】
図６は単室でゲート絶縁層から半導体層までを連続して成膜するマイクロ波プラズマＣＶ
Ｄ装置の一例を示す。第１処理室３０２とロード／アンロード室３０１等のその他の構成
は図１と同様である。
【００２９】
第１処理室３０２は不活性ガス又は窒素ガスで置換され、概略１×１０２Ｐａ以上１×１
０５Ｐａ以下の圧力で反応ガスを流すことができるように、ガス供給手段３１２と排気手
段３１０が接続されている。ガス供給手段３１２は、シリンダ３１３、バルブ３１４、流
量制御機器３１５などで構成されている。シリンダ３１３は、半導体材料ガス若しくは希
ガスなどが充填されている。ガス供給手段３１２ｇは第１処理室３０２に接続され、ゲー
ト絶縁層形成用のガスを供給する。ガス供給手段３１２ｉも第１処理室３０２に接続され
、チャネル形成領域を構成するｉ型半導体層用のガスを供給する。ガス供給手段３１２ｎ
も第１処理室３０２に接続され、ソース及びドレインを構成するｎ型半導体層用のガスを
供給する。ガス供給手段３１２ｈは水素を供給し、ガス供給手段３１２ｆは処理室内のク
リーニングに用いるエッチングガスを供給する系統であり、これらは各処理室共通のライ
ンとして構成されている。
【００３０】
処理室にはプラズマ発生手段３０５が設けられている。プラズマ発生手段３０５は処理室
内でプラズマを発生させる発振器が含まれる。例えば、マイクロ波電源、マイクロ波増幅
器とマイクロ波を処理室まで誘導する導波管などで構成される。プラズマ発生手段３０５
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は処理室において一又は複数設けられている。プラズマ発生手段３０５は、被処理基板の
面積に対して成膜される被膜の均一性を維持するために必要な数だけ設ければ良い。
【００３１】
このような構成のプラズマＣＶＤ装置によっても、基板が載置された処理室内に反応性気
体を供給し、基板と略平行に対向配置された導波管に設けられたスリットを介して処理室
内にマイクロ波を供給する。そしてプラズマが生成され、基板上に微結晶半導体層を形成
することができる。一つの処理室でゲート絶縁層と微結晶半導体層を積層形成する場合に
は、微結晶半導体層の形成前に放電を止めてＳｉＨ４ガスによる処理室内洗浄（フラッシ
ング）を行っても良い。フラッシングにより、処理室内に残留する酸素、Ｎ２Ｏなどの残
留不純物を効果的に除去することができる。
【００３２】
上記構成のプラズマＣＶＤ装置を用いて微結晶半導体の成膜をする場合には、処理室内で
プラズマを発生させるときにヘリウムを用いることが好ましい。つまりプラズマを発生さ
せる電力を供給する前にヘリウムを供給すると好ましい。ヘリウムは２４．５ｅＶとすべ
ての気体中で最も高いイオン化エネルギーを持つが、そのイオン化エネルギーよりも少し
低い、約２０ｅＶの準位に準安定状態があるので、放電持続中においては、イオン化する
エネルギーには、差分となる約４ｅＶしか必要とせず、安定した放電が持続できる。また
放電開始電圧も全ての気体中最も低い値を示す。このような特性から、大気圧若しくは準
大気圧における放電で、ヘリウムはプラズマを安定的に維持することができる。また、均
一なプラズマを形成することができるので、微結晶半導体層を堆積する基板の面積が大き
くなっても均一な膜を堆積することができる。
【００３３】
微結晶半導体層は、シラン（不純物を有する微結晶半導体とする場合には、シランに加え
ドーピングガスを用いる）と水素及び／又は希ガスを混合して高密度プラズマにより成膜
する。シランは水素及び／又は希ガスで１０倍から２０００倍に希釈される。このような
希釈に用いるガスを希釈ガスともよぶ。そのため多量の水素及び／又は希ガスが必要とさ
れるため、微結晶半導体の成膜時に供給したガスは回収して再利用するとよい。図７はプ
ラズマＣＶＤ装置に適用するガス精製循環装置３３４の一例を示す。
【００３４】
ガス精製循環装置３３４としては、シランなどの半導体材料ガスを回収精製するもの、ヘ
リウムなどの希ガスを回収精製するものがある。ガス精製循環装置３３４は第１処理室３
０２、第２処理室３０３、第３処理室３０４のそれぞれに設けることができる。第１処理
室３０２にガス精製循環装置３３４が接続する場合で説明すると、第１処理室３０２の処
理用ガスはサーキュレータ（循環機）等で構成される排気手段３１０から使用済みガスと
して排出される。排気手段３１０から排出される使用済みガスはフィルタ３３５により微
粒子が除去されて回収ガス容器３３６に蓄積される。回収ガス容器３３６に蓄積された後
は、昇圧器３３７により昇圧され、分離器３３８によりヘリウムなどの希ガスのみを分離
する。分離器３３８の構成としては、膜分離、吸着分離、吸収分離、深冷分離方式などが
適用される。分離精製されたガスは充填容器３３９に蓄積される。充填容器３３９に蓄積
されたガスは、圧力調整器３４０で所定の圧力に調整され、ガス供給手段３１２の流量制
御機器３１５の上流側に供給される。このようにしてガスを再利用することで、微結晶半
導体に必要なガスの消費量を削減することができる。すなわち、ヘリウムなどの希ガスを
再利用することにより表示装置の製造に係る全エネルギー消費量を低減することができ、
二酸化炭素の排出量を削減することができる。
【００３５】
本形態のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置によれば、微結晶半導体層を大面積基板に均質に
堆積することが可能である。以下、表示装置の製造工程の概略について説明する。
【００３６】
（実施の形態１）
微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成される表示装置の一製造工程を図
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面を参照して説明する。図８、図９、図１０、図１１は画素の平面図を示し、当該図中に
示すＡ－Ｂ切断線に対応する断面図を図１２、図１３、図１４、図１５、図１６に示す。
以下の説明ではこれら平面図と断面図を適宜参照しながら説明する。
【００３７】
（１）ゲート電極及び容量電極の形成
ＴＦＴが作製される素子基板１００は、ガラス基板等の絶縁表面を有する平板状の基板が
適用される。素子基板１００には、ゲート電極層１０２、容量電極層１０４が形成される
（図８、図１２）。
【００３８】
ゲート電極層１０２と容量電極層１０４は金属材料で形成される。金属材料としてはアル
ミニウム、クロム、チタン、タンタル、モリブデン、銅などが適用される。ゲート電極層
１０２と容量電極層１０４の好適例は、アルミニウム又はアルミニウムとバリア金属の積
層構造体によって形成される。バリア金属としては、チタン、モリブデン、クロムなどの
高融点金属が適用される。バリア金属はアルミニウムのヒロック防止、酸化防止のために
設けることが好ましい。
【００３９】
（２）ゲート絶縁層、微結晶半導体層、不純物半導体層の形成
ゲート電極層１０２と容量電極層１０４を形成した後、ゲート絶縁層１０６、微結晶半導
体層１０８、不純物半導体層１１０を素子基板１００上に形成する（図１３）。これらの
層は、図１乃至図７で説明するプラズマＣＶＤ装置を用いることで、各層界面を大気に触
れさせることなく連続して積層させることが可能である。
【００４０】
ゲート絶縁層１０６は、窒化シリコン、酸化シリコン、窒化酸化シリコン、酸化窒化シリ
コン、窒化アルミニウム、窒化酸化アルミニウムなどの絶縁材料で形成する。まず、図１
で示すような構成の処理室にゲート電極層１０２と容量電極層１０４が形成された素子基
板１００を搬送する。そして、該処理室にヘリウムを含む反応性気体を供給し、処理室内
の圧力を大気圧若しくは準大気圧に保持しつつ、大気圧若しくは準大気圧においてマイク
ロ波電力の供給により生成されるプラズマによりゲート絶縁層１０６の形成を行う。なお
、処理室の内側には、窒化シリコン膜又は酸化シリコン膜などゲート絶縁層１０６と同じ
種類若しくは類似する種類の膜をコーティングしておいても良い。それにより、処理室内
壁からの脱ガスの割合が低減し、金属不純物などの汚染を防ぐことができる。
【００４１】
このように作製されるゲート絶縁層１０６としては、例えば、ゲート電極層１０２及び容
量電極層１０４上に第１ゲート絶縁層１０６ａとして窒化シリコン層（又は窒化酸化シリ
コン層）を設け、その上に第２ゲート絶縁層１０６ｂとして酸化シリコン層（又は酸化窒
化シリコン層）を設ける。このようにゲート絶縁層１０６を複数の層で形成することで、
複数の機能をゲート絶縁層１０６に付与することができる。すなわち、第１ゲート絶縁層
１０６ａとして窒化シリコン層（又は窒化酸化シリコン層）を設けることで、素子基板１
００からの不純物拡散を防止し、ゲート電極層１０２などの酸化防止を図ることができる
。また、ゲート電極層１０２としてアルミニウムを使用する場合には、アルミニウムのヒ
ロックを防止することができる。第２ゲート絶縁層１０６ｂとして酸化シリコン層（又は
酸化窒化シリコン層）を設けることで、半導体層との密着性を高め、第１ゲート絶縁層１
０６ａの応力歪みの影響を緩和する。第１ゲート絶縁層１０６ａは１０ｎｍ～１００ｎｍ
、第２ゲート絶縁層１０６ｂは５０ｎｍ～１５０ｎｍの厚さで形成することが好ましい。
【００４２】
なお、酸化窒化シリコン膜とは、窒素よりも酸素の含有量が多いものであって、例えば濃
度範囲として酸素が５５～６５原子％、窒素が１～２０原子％、Ｓｉが２５～３５原子％
、水素（及び／又はＯＨ基）が０．１～１０原子％の範囲で含まれるものをいう。また、
窒化酸化シリコン膜とは、その組成として酸素よりも窒素の含有量が多いものであって、
例えば濃度範囲として酸素が１５～３０原子％、窒素が２０～３５原子％、Ｓｉが２５～
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３５原子％、水素（及び／又はＯＨ基）が１５～２５原子％の範囲で含まれるものをいう
。
【００４３】
微結晶半導体層１０８は、処理室内に載置された素子基板１００のゲート絶縁層１０６上
に形成する。その際、処理室にヘリウムを含む反応性気体を供給し、処理室内の圧力を大
気圧若しくは準大気圧に保持しつつ、並置された導波管で挟まれた空間にマイクロ波を供
給してプラズマを生成させる。反応性気体には、水素と水素化珪素気体若しくはハロゲン
化珪素気体とが含まれる。
【００４４】
微結晶半導体層１０８は反応性気体に含まれる水素化珪素気体であるシランをマイクロ波
（代表的には２．４５ＧＨｚ）の電磁エネルギーによりプラズマ化して、反応生成物を堆
積させることにより形成される。代表的な水素化珪素気体としては、ＳｉＨ４若しくはＳ
ｉ２Ｈ６である。その他、ハロゲン化珪素気体若しくはハロゲン水素化珪素気体としてＳ
ｉＨ２Ｃｌ２、ＳｉＨＣｌ３、ＳｉＣｌ４、ＳｉＦ４などを用いることができる。基板の
加熱温度は１００℃から４００℃（好ましくは２００℃から３５０℃）とすれば良い。微
結晶半導体層１０８の厚さは５０ｎｍ～５００ｎｍ（好ましくは１００ｎｍ～２５０ｎｍ
）の厚さとすれば良い。なお、処理室の内側には、微結晶半導体層１０８と同じ種類若し
くは類似する種類の膜をコーティングしておいても良い。微結晶半導体層１０８をシリコ
ンで形成する場合、シリコン膜などをコーティングする。それにより、処理室内壁からの
脱ガスの割合が低減し、金属をはじめとする不純物などの汚染を防ぐことができる。また
、プラズマを生成する前に、微結晶半導体層の半導体材料ガス、例えばＳｉＨ４ガスを流
して処理室中の残留酸素、水分等と反応させて、清浄度を高める処置を行うことが望まし
い。
【００４５】
この水素化珪素気体などを、希釈ガスで希釈して用いることで微結晶の形成を容易なもの
とすることができる。希釈ガスには、水素、希ガス（ヘリウム、アルゴン、クリプトン、
ネオン）、及びハロゲン気体（フッ素、塩素など）のいずれか一、又はこれらを組み合わ
せて用いることができ、さらに希ガスであるヘリウム、アルゴン、クリプトン、ネオンは
複数組み合わせて用いることもできる。希釈率は１０倍～２０００倍の範囲で半導体材料
ガスを希釈することが好ましい。プラズマを生成する圧力は、大気圧若しくは準大気圧（
１×１０２Ｐａ以上１×１０５Ｐａ以下）で行えば良い。このような圧力でプラズマを生
成すると、気相中でラジカル反応が進み、微結晶半導体層における表面反応と相まって成
膜速度が向上する。また、気相中でのラジカル反応により微結晶核が生成されることによ
り、初期段階であるゲート絶縁層１０６上の被形成面から微結晶性の層を堆積することが
できる。すなわち、微結晶半導体層１０８の堆積初期段階において非晶質層が形成されて
しまうことを極力防ぐことが可能となる。成膜中に、マイクロ波を１ｋＨｚ～１００ｋＨ
ｚのパルス放電にすることで、気相中でのラジカル反応は制御され気相中で粒子が生成さ
れるなどの異常成長を抑えることができ、好ましい。このように形成される微結晶半導体
層は、従来と比較して、５０倍程度の堆積速度を達成することができる。
【００４６】
プラズマを生成するためには１ＧＨｚ～５ＧＨｚ、代表的には２．４５ＧＨｚの電磁波を
供給すれば良い。基板加熱温度は５００℃以下が好ましく、１００℃～４００℃の基板加
熱温度が推奨される。また、半導体材料ガス中にＣＨ４、Ｃ２Ｈ６などの炭素の水素化物
、ＧｅＨ４、ＧｅＦ４などの水素化ゲルマニウム、フッ化ゲルマニウムを混合して、エネ
ルギーバンド幅を１．５～２．４ｅＶ、若しくは０．９～１．１ｅＶに調節しても良い。
微結晶半導体層を構成するシリコンに、炭素又はゲルマニウムを加えるとＴＦＴの温度特
性を変えることができる。
【００４７】
不純物半導体層（不純物を有する半導体層）１１０は、価電子制御を目的とした一導電型
不純物が添加されている。不純物半導体層１１０をｎ型とする場合にはリン又は砒素が添
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加され、ｐ型の場合には硼素が添加される。不純物半導体層１１０は非晶質半導体又は微
結晶半導体で構成される。
【００４８】
（３）半導体層の加工
素子基板１００上に形成された微結晶半導体層１０８と不純物半導体層１１０は所定のパ
ターンにエッチング加工される。表示装置の画素領域においては、ゲート電極層１０２と
少なくとも一部、又は全部が重畳するように微結晶半導体層１０８及び不純物半導体層１
１０をエッチング加工する（図９、図１４参照）。このような構造とすることで、ＴＦＴ
のチャネル部の遮光を行うことができ、光の影響を受けることがなく、ゲート電圧を微結
晶半導体層１０８に均一に作用させることができる。微結晶半導体層１０８及び不純物半
導体層１１０の端部はテーパ状に加工することで、この上層に形成する配線層の段差被覆
性を改善し、また半導体層の端部を流れるリーク電流を低減する効果がある。なお、ゲー
ト電極層１０２及び容量電極層１０４と、後の工程で作製される配線層との交差部に相当
する位置に、ゲート電極層１０２及び容量電極層１０４に重ねて半導体層１０９を設けて
おくことで、当該交差部における配線層の段差被覆性を改善することができる（図９参照
）。半導体層１０９は、微結晶半導体層１０８と同じように形成することができる。
【００４９】
（４）配線層と保護層の形成
ゲート電極層１０２と交差する方向に延びた配線層及び保護絶縁層１１６を形成する（図
１０、図１５参照）。配線層は、ＴＦＴのソース若しくはドレイン側の電位が付与される
配線層１１２ａ、画素電極と接続しＴＦＴのドレイン若しくはソース側の電位が付与され
る配線層１１２ｂ、容量電極層１１２ｃを有している。
【００５０】
配線層１１２ａ、配線層１１２ｂ、容量電極層１１２ｃは、アルミニウム、若しくは銅、
耐熱性向上元素若しくはヒロック防止元素（シリコン、チタン、ネオジム、スカンジウム
など）が添加されたアルミニウムを用いて形成することが好ましい。アルミニウムなどを
スパッタリング法若しくは蒸着法で形成し、フォトリソグラフィーにより所定のレジスト
マスクを形成し、エッチングを行うことにより形成される。エッチングはドライエッチン
グ又はウエットエッチングにより行うことができる。このとき作製したレジストマスクを
利用して、不純物半導体層１１０をエッチングする。このエッチングにより微結晶半導体
層１０８の一部は食刻されても良い。配線層１１２ａと配線層１１２ｂは、不純物半導体
層１１０と接し、微結晶半導体層１０８上で離間している。配線層１１２ａと配線層１１
２ｂの間にある不純物半導体層１１０をエッチングで除去することにより、ＴＦＴのチャ
ネル形成領域が形成される。
【００５１】
また配線層１１２ａ、配線層１１２ｂ、容量電極層１１２ｃは、銀、銅などの導電性ナノ
ペーストを用いてスクリーン印刷法、インクジェット法、ナノインプリント法を用いて形
成しても良い。
【００５２】
配線層１１２ａ、配線層１１２ｂ、容量電極層１１２ｃは上述のアルミニウム、銅などで
形成すれば良いが、下地との密着性向上と拡散を防ぐバリア層として機能する導電性材料
を組み合わせた積層構造としても良い。例えば、バリア層として機能する第１導電層１１
３をモリブデン、クロム、チタン、タンタル、窒化チタン等の高融点金属で形成し、第２
導電層１１４を上述のアルミニウム等で形成し、第３導電層１１５を第１導電層１１３と
同等の高融点金属で形成することができる。
【００５３】
保護絶縁層１１６は、微結晶半導体層１０８、配線層１１２ａ、配線層１１２ｂ、容量電
極層１１２ｃなどを被覆するように形成する。保護絶縁層１１６は、窒化シリコン、窒化
酸化シリコンで形成することが好ましい。保護絶縁層１１６には配線層１１２ｂを開口す
るコンタクトホール１１７、容量電極層１１２ｃを開口するコンタクトホール１１８を形
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成する。
【００５４】
（５）画素電極の形成
画素電極１２０を保護絶縁層１１６上に形成する（図１１、図１６）。画素電極１２０は
コンタクトホール１１７で配線層１１２ｂと、コンタクトホール１１８で容量電極層１１
２ｃと接続する。画素電極１２０は酸化インジウムスズ、酸化亜鉛、酸化スズなどの透明
電極材料で形成する。また有機導電性材料で形成しても良い。
【００５５】
画素電極１２０にはスリットを設けることで液晶の配向を制御することができる。このよ
うな構成は、ＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）型液晶において適用される
。ＶＡ型液晶とは、液晶パネルの液晶分子の配列を制御する方式の一種である。ＶＡ型液
晶は、電圧が印加されていないときにパネル面に対して液晶分子が垂直方向を向く方式で
ある。素子基板１００に対向基板を貼り合わせ、その間に液晶層を設けることで液晶表示
装置を完成させることができる。
【００５６】
このようにして、素子基板１００上にＴＦＴとそれに接続する画素電極１２０、及び保持
容量部が形成される。本形態によれば、ＴＦＴのチャネルが微結晶半導体で形成されるこ
とにより、ＴＦＴのしきい値電圧の変動が抑えられ、表示装置の動作安定性を確保するこ
とができる。微結晶半導体層はプラズマＣＶＤ法により作製可能であり、ポリシリコンの
ようにレーザ結晶化のような工程が必要ないので生産性を損なうことがない。
【００５７】
（実施の形態２）
本実施の形態ではＶＡ（Ｖｅｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）型液晶であって、画素
（ピクセル）をいくつかの領域（サブピクセル）に分けた所謂マルチドメイン設計が考慮
された液晶パネルの画素について例示する。図１７は、その画素の平面図を示し、当該図
中に示すＣ－Ｄ切断線に対応する断面図を図１８に示す。
【００５８】
素子基板１００、ゲート電極層１０２、容量電極層１０４、ゲート絶縁層１０６、微結晶
半導体層１０８、不純物半導体層１１０、配線層１１２ａ、１１２ｂ、容量電極層１１２
ｃの構成は実施の形態１と同様である。保護絶縁層１１６の上には層間絶縁層１２２が形
成され、それらを貫通するコンタクトホール１１７が形成されている。層間絶縁層１２２
は酸化シリコンなどの無機絶縁材料、ポリイミド、アクリルなどで代表される有機絶縁材
料で形成される。
【００５９】
画素電極１２０は層間絶縁層１２２上に設けられている。画素電極１２０には液晶の配向
を制御するためにスリットが設けられている。画素電極１２０に隣接する画素電極１２１
は、画素電極１２０に接続するＴＦＴと同じタイミングでゲート電位が印加される別のＴ
ＦＴと接続している。本形態では１画素（ピクセル）は、画素電極１２０と画素電極１２
１により構成されている。すなわち、画素電極１２０と画素電極１２１はそれぞれ画素の
サブピクセルを構成する。この場合、容量電極層１０４と容量電極層１０５との電位を異
ならせることで、画素電極１２０と画素電極１２１との電位を異ならせることができる。
すなわち、容量電極層１０４と容量電極層１０５との電位を個別に制御することにより液
晶の配向を精密に制御して視野角を広げることができる。
【００６０】
図１９は素子基板１００と対向基板１０１を重ね合わせ、液晶を注入した状態を示してい
る。対向基板１０１においてスペーサ１３６が形成される位置には、遮光層１２６、第１
着色層１２８、第２着色層１３０、第３着色層１３２、対向電極１３４が形成されている
。この構造により、液晶の配向を制御するための突起状のリブ１３８とスペーサ１３６の
高さを異ならせている。画素電極１２０と対向電極１３４には配向膜１２４が形成されて
いる。この間に液晶層１４０が形成されている。
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【００６１】
本形態によれば、ＴＦＴのチャネルが微結晶半導体で形成されることにより、ＴＦＴのし
きい値電圧の変動が抑えられ、マルチドメイン型の液晶表示装置の動作安定性を確保する
ことができる。微結晶半導体層はプラズマＣＶＤ法により作製可能であり、ポリシリコン
のようにレーザ結晶化のような工程が必要ないので生産性を損なうことがない。
【００６２】
（実施の形態３）
微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成される表示装置の一製造工程を、
図面を参照して説明する。本形態では画素に発光素子を設けた構成の表示装置について示
す。図２０、図２１、図２２、図２３は画素の平面図を示し、断面図を図２４、図２５、
図２６、図２７、図２８、図２９、図３０に示す。図２４、図２５、図２６、図２７、図
２８、図２９、図３０において、平面図に示すＥ－Ｆ切断線に対応する断面図をそれぞれ
（Ａ）に、Ｇ－Ｈ切断線に対応する断面図をそれぞれ（Ｂ）に示す。以下の説明ではこれ
ら平面図と断面図を適宜参照しながら説明する。
【００６３】
（１）ゲート電極及び容量電極の形成
ＴＦＴが作製される素子基板１００は、ガラス基板等の絶縁表面を有する平板状の基板が
適用される。素子基板１００には、ゲート電極層１０２、ゲート電極層１０３、容量電極
層１０４が形成される（図２０、図２４（Ａ）（Ｂ）参照）。
【００６４】
（２）ゲート絶縁層、微結晶半導体層の形成
ゲート電極層１０２、ゲート電極層１０３、容量電極層１０４を形成した後、ゲート絶縁
層１０６、微結晶半導体層１０８を素子基板１００上に形成する（図２５（Ａ）（Ｂ）参
照）。これらの層は、図１乃至図７で説明するプラズマＣＶＤ装置を用いることで、各層
界面を大気に触れさせることなく連続して積層させることが可能である。成膜方法につい
ては実施の形態１と同様である。
【００６５】
（３）半導体層の加工
素子基板１００上に形成された微結晶半導体層１０８は所定のパターンにエッチング加工
する。その後チャネル保護絶縁層１１１ａ、チャネル保護絶縁層１１１ｂを形成する。（
図２１、図２６（Ａ）（Ｂ）参照）。チャネル保護絶縁層１１１ａは微結晶半導体層１０
８ａがゲート電極層１０２と重なるように形成し、チャネル保護絶縁層１１１ｂは微結晶
半導体層１０８ｂがゲート電極層１０３と重なるように形成する。チャネル保護絶縁層１
１１ａ、チャネル保護絶縁層１１１ｂは微結晶半導体層１０８ａ、微結晶半導体層１０８
ｂの酸化を防止するために窒化シリコンで形成することが好ましい。ゲート絶縁層１０６
には下層のゲート電極層１０３を露出させるコンタクトホール１０７を形成する。
【００６６】
（４）不純物半導体層と配線層の形成
不純物半導体層１１０ａと配線層１１２ａ、不純物半導体層１１０ｂと配線層１１２ｂ、
不純物半導体層１１０ｃと容量電極層１１２ｃ、及び不純物半導体層１１０ｄと容量電極
層１１２ｄは同じレジストマスクパターンを使って形成する（図２２、図２７（Ａ）（Ｂ
）参照）。配線層１１２ａはゲート電極層１０２と交差する配線でありソース線若しくは
データ線とも呼ばれる。配線層１１２ｂは画素電極とトランジスタを接続する配線である
。容量電極層１１２ｃは画素に設けられる２つのトランジスタを接続する配線であり、コ
ンタクトホール１０７でゲート電極層１０３と接続する。また、容量電極層１１２ｃと容
量電極層１０４との重畳領域にはゲート絶縁層１０６が介在し、この領域に保持容量が形
成される。
【００６７】
（５）保護絶縁層と層間絶縁層の形成
配線層１１２ａ、１１２ｂと容量電極層１１２ｃ、１１２ｄの上層に保護絶縁層１１６と
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層間絶縁層１２２を形成する。そして、配線層１１２ｂを開口するコンタクトホール１１
９を形成する（図２８（Ａ）（Ｂ）参照）。
【００６８】
（６）画素電極と隔壁絶縁層の形成
画素電極１２０を層間絶縁層１２２上に形成する（図２３、図２９（Ａ）（Ｂ）参照）。
画素電極１２０はコンタクトホール１１９で配線層１１２ｂと接続する。画素電極１２０
上に絶縁層１２３を形成する。絶縁層１２３は画素電極１２０の周辺を覆い内側を開口す
る絶縁層であり、隣接する画素を区分けしている。
【００６９】
（７）ＥＬ層と対向電極層の形成
その後、ＥＬ層１４２と対向電極層１４４を形成する（図３０（Ａ）（Ｂ）参照）。ＥＬ
層１４２はエレクトロルミネセンス材料を含んで形成される層である。ＥＬ層１４２を画
素電極１２０と対向電極層１４４で挟むことにより発光素子が形成され、当該発光素子が
各画素に設けられることとなる。画素電極１２０を非透光性の電極で形成し、対向電極層
１４４を透光性の電極とすることにより、発光素子からの光が対向電極層１４４側に出る
トップエミッション型の表示装置を構成することができる。また、画素電極１２０を透光
性の電極とし、対向電極層１４４を非透光性の電極とすることにより、発光素子からの光
が画素電極１２０側に出るボトムエミッション型の表示装置を構成することができる。
【００７０】
本形態によれば、ＴＦＴのチャネルが微結晶半導体で形成されることにより、ＴＦＴのし
きい値電圧の変動が抑えられ、発光素子を各画素に設ける表示装置の動作安定性を確保す
ることができる。微結晶半導体層はプラズマＣＶＤ法により作製可能であり、ポリシリコ
ンのようにレーザ結晶化のような工程が必要ないので生産性を損なうことがない。レーザ
結晶化は結晶化斑が生じやすい場合があり、それがＴＦＴ特性に影響を与え発光素子の輝
度バラツキの原因となる。しかし、本形態によれば微結晶半導体層を均一に形成すること
ができるので、発光素子の輝度バラツキによる表示斑の影響を受けにくいという特性があ
る。
【００７１】
（実施の形態４）
実施の形態１乃至３で例示される表示装置は様々な用途に適用することができる。図３１
はその一例であり、インターネットに代表される情報ネットワークに接続される表示装置
の一例を示す。この表示装置２００は微結晶半導体層でチャネルが形成されるＴＦＴによ
り画素が構成される表示パネル２０１を有している。表示装置２００は、例えばネットワ
ーク接続アダプタ２０６を介して通信ネットワークと接続される。表示装置２００は操作
ボード２０３によって表示画像等の選択をすることができる。操作ボード２０３は入力部
２０５を有する。入力部２０５はキーボードの他、マウスなどのポインティングデバイス
、図示するようなペン２０４により情報を入力する方式としても良い。また音声入力部２
０７を設けてペン入力や音声認識機能といった直感的な操作方式とすることもできる。操
作ボード２０３は赤外線若しくは電波を使った無線通信方式２０２により表示装置２００
と接続可能とされる。送受信される情報を表示装置２００に表示させながら操作ボード２
０３により情報の受信及び送信を行うことができる。微結晶半導体層でチャネルが形成さ
れるＴＦＴにより画素が構成される表示パネル２０１を有しているので、高精細画面を構
成することが可能であり、情報密度の高い画像を自在に取捨選択して楽しむことができる
。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】複数の処理室を備えたマルチ・チャンバ・マイクロ波プラズマＣＶＤ装置の構成
を示す図。
【図２】複数の処理室を備えたマルチ・チャンバ・マイクロ波プラズマＣＶＤ装置におけ
る処理室の構成を説明する図。
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【図３】複数の処理室を備えたマルチ・チャンバ・マイクロ波プラズマＣＶＤ装置におけ
る処理室の蓋体部の詳細を示す図。
【図４】複数の処理室を備えたマルチ・チャンバ・マイクロ波プラズマＣＶＤ装置の処理
室の構成を示す平面図。
【図５】プラズマ発生器の構成を示す図。
【図６】単室成膜式のマイクロ波プラズマＣＶＤ装置の一例を示す図。
【図７】プラズマＣＶＤ装置におけるガス精製循環装置の構成を示す図。
【図８】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成さ
れる表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図９】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成さ
れる表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図１０】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図１１】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図１２】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図１３】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図１４】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図１５】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図１６】実施の形態１における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図１７】実施の形態２における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一例を示す平面図。
【図１８】実施の形態２における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一例を示す断面図。
【図１９】実施の形態２における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一例を示す断面図。
【図２０】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図２１】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図２２】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図２３】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す平面図。
【図２４】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図２５】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図２６】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図２７】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図２８】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図２９】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
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【図３０】実施の形態３における微結晶半導体層でチャネルを形成するＴＦＴにより構成
される表示装置の一製造工程を示す断面図。
【図３１】表示装置の利用形態の一態様を示す図。
【符号の説明】
【００７３】
１００　　素子基板
１０１　　対向基板
１０２、１０３　　ゲート電極層
１０４、１０５　　容量電極層
１０６　　ゲート絶縁層
１０７　　コンタクトホール
１０８　　微結晶半導体層
１０９　　半導体層
１１０　　不純物半導体層
１１３～１１５　　導電層
１１６　　保護絶縁層
１１７～１１９　　コンタクトホール
１２０、１２１　　画素電極
１２２　　層間絶縁層
１２３　　絶縁層
１２４　　配向膜
１２６　　遮光層
１２８～１３２　　着色層
１３４　　対向電極
１３６　　スペーサ
１３８　　リブ
１４０　　液晶層
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【図２７】 【図２８】
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